
『オール電化に変更する』・『都市ガスに変更する』等の理由で補助対象給湯器（補助金の交付を

受け設置した給湯器）を処分する場合は、下の流れに従って手続きを行う必要があります。

給湯器の処分は、『財産処分承認通知書』を受領後でなければ出来ませんのでご注意ください。

　郵送

※　『財産処分承認申請書』の記入にあたっては、
　　　記入例を参考にしてください

郵送　　

間接補助事業者（補助金の交付を受けた方） 日本ＬＰガス団体協議会

財産処分の手続きの流れ

『財産処分承認申請書』の送付 
 

（補助金の交付を受けた年度により様式が決

められていますのでご注意ください） 

『財産処分承認申請書』の受領 

『財産処分承認通知書』の送付 

 

『財産処分承認通知書』の受領 
 

本書に記載されている項目 
 

・ 承認日（右肩の日付） 

・ 返納する金額 

・ 返納の期日 

・ 返納する振込口座情報 

・ 補助対象給湯器の処分 
 

                 ・ 補助金の返納 


